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要件を満たしていない

【訪問介護】

◆訪問介護員ごとの個別具体的な研修計画の未策定

◆定期的な会議について、一部のヘルパーが不参加

◆非正規のヘルパーは健康診断が有償

【居宅介護】

◆他事業所との共同事例検討会の計画が未策定

◆基準の遵守状況に関する所定の記録の未作成

算定要件につい

て、

告示・解釈通知

を確認

•

研修計画
全てのヘルパー・サービス提供責任者ごとに

個別具体的な計画が必要

会議
全てのヘルパー（登録型含む）の参加が必要

概ね月１回以上で介護・ケアの向上に関すること

健康診断
全てのヘルパー（登録型含む）に対し、

受診費用の全額を事業主負担で実施
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•

事例検討委員会等
毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年

度の計画を定めることが必要

記録の整備 所定の記録の未作成

要件を満たしていない

◆理学療法士等の配置人数を

満たしていない。

◆個別機能訓練開始後３月ご

と１回以上の利用者宅の訪問、

担当する介護支援専門員に適

宜報告・相談がされていない。

個別機能訓練の開始後、

定期的に利用者宅を訪

問し生活状況を確認

介護支援専門員に対し

ても定期的に報告・相

談
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•

① 計画の作成・変更

機能訓練指導員等が利用者宅を訪問し、生

活状況を確認したうえで、共同で利用者ご

との計画を作成・変更

② 計画に基づく介護
①で作成した計画に基づき、機能訓練指導

員が計画的に機能訓練を提供

③ 報告・評価

３月ごとに１回以上、利用者宅を訪問し生

活状況確認、介護支援専門員等へ実施状況

の報告相談、必要に応じ見直し①に戻る
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◎外部の人が見ることができる形で公表

原則、「介護サービスの情報公表制度」を活用

事業者のホームページに公表する

事業所・施設の建物内の入り口付近に掲示する
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法令を遵守し、よりよいサービスを
提供していきましょう！

ご清聴ありがとうございました。

27


